
令和８年３月７日
麻生区役所
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 麻生区役所を利用する場合は？？

「川崎市庁舎管理規則」、「川崎市庁舎管理要綱」及び「麻
生区役所庁舎等管理要領」に基づき、事前の承認・許可が必
要です。

会議室の利用については、市の事務事業及び関連する会議、
研修、その他の行事を行う場合や、市の事務事業に密接に関
係する場合のみ利用できます。
※原則として職員が会議等に出席していることが必要です。

会議室以外の利用については、利用形態（物件設置・集会利
用・物品販売等）ごとに、営利を主たる目的としたものは許
可しないなど、審査基準を定めています。
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1か月に2回以上
1.4%

1か月に1回程度
3.5%

3か月～6か月に1回程度
22.3%

1年に1回程度
36.5%

ほとんど利用しない
34.4%

無回答
1.9%

(n=1,138)

 麻生区役所をどれくらいの頻度で利用していますか？？

令和6年度麻生区区民アンケートより

令和６年度に実施した麻生区区民ア
ンケートの結果では、「麻生区役所
の利用頻度」について、約７０％の
区民が「１年に１回程度」、「ほと
んど利用しない」と回答しています。
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 新百合ヶ丘駅周辺の公共施設で重点的に取り組んで欲しいことは？

令和6年度麻生区区民アンケートより

（n=1,138） （％）

駐車場待ち等による交通渋滞の解消

施設内に気軽に交流・休憩ができるスペースの設置

敷地内の広場の居心地良い空間への環境整備

市民館や図書館について、利用しやすい環境の整備

建物や設備の老朽化への対応

災害時の防災に関する取組や建物の耐震性の向上

区役所施設内の分かり易いレイアウト

特にない（今のままで十分満足している。）

施設及び敷地内のバリアフリーへの対応

その他

無回答
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また、「新百合ヶ丘駅周辺の公共施設
で重点的に取り組んで欲しいこと」に
ついて、「気軽に交流・休憩ができる
スペースの設置」が約４０％、「敷地
内の広場の居心地良い空間への環境整
備」が約２７％と、回答の上位を占め
る結果となりました。
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昨年度の車座集会・地域デザイン会議での意見
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